
規
　
　
則

香
川
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

一

告
　
　
示

○
有
害
図
書
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
百
五
十
八
号
（
香
川
県
旅
館
業
営
業
施
設
の
措
置
の
基
準
等

に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
の
指
定
）
の
一
部
改
正

（
生
活
衛
生
課
）

二

○
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

公
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

三

○
落
札
者
等
の
公
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
危
機
管
理
課
）

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

四

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
（
公
共
施
設
）
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

教
育
委
員
会
規
則

香
川
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

五

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
取
消
し
の
届
出

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

（
第
九
一
九
一
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 97 号

平成 16 年

12月 7 日（火曜日）

一

香
川
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
八
十
八
号

香
川
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
行
政
文
書
公
開
請
求
書
等
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
る
提
出
）

第
十
四
条
　
行
政
文
書
公
開
請
求
書
、
行
政
文
書
の
公
開
に
係
る
意
見
書
又
は
行
政
文
書
公
開
手
数
料
減

免
申
請
書
（
以
下
「
行
政
文
書
公
開
請
求
書
等
」
と
い
う
。
）
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し
て

送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し
て
行
政
文
書
公
開
請
求
書
等
が
提
出
さ
れ
た
と

き
は
、
知
事
が
受
信
し
た
時
に
、
当
該
行
政
文
書
公
開
請
求
書
等
が
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

３
　
知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
提
出
者
に
対
し
、

送
信
に
使
用
し
た
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「

」
の
次
に
「

」

を
加
え
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
前
の
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
香
川
県
告
示
第
八
百
三
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示

規

則

申
出
）

に
関
し
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
公
開
さ
れ
る
行
政
文
書



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

（
第
九
一
九
一
号
）

二

●
香
川
県
告
示
第
八
百
四
号

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
百
五
十
八
号
（
香
川
県
旅
館
業
営
業
施
設
の
措
置
の
基
準
等
に
関
す
る
条

例
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

表
中
「

香
川
県
立
屋
内
水
泳
プ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
浜
ノ
町
五
三
番
地
二
七
　
　
　
　

」
を
削
り
、
「

香
川
県
立
琴
弾
公
園
自
由
広
場
　
　
　
　
　
　
観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
四
〇

「

香
川
県
立
琴
弾
公
園
多
目
的
広
場
（
有
明
グ
　
観
音
寺
市
有
明
町
甲
四

二
五
番
地
一
　
　
　
」
を

ラ
ウ
ン
ド
）

〇
二
五
番
地
一
　
　
　
　

に
改
め
る
。

」

●
香
川
県
告
示
第
八
百
五
号

指
定
番
号

198

指
定

年
月
日
種
別

図
　
　
　
　
書
　
　
　
　
名

雑
誌
コ
ー
ド

発
行
所
名

指
定
理
由

08178－
12

㈱
マ
ガ
ジ
ン・

マ
ガ
ジ
ン

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

平成十六年十一月三十日

コミッ
ク
誌

it ,s
B
O
Y ,s

Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
！

B
O
Y ,s

ピ
ア
ス

12月
号
増
刊
（
vol.2）

199
08366－

11
〃

〃
ウ
ォ
ー
・
ウ
ル
フ
・
ス
ペ
シ
ャ
ル

マ
ガ
ジ
ン
・
ウ
ォ
ー
・
ウ
ル
フ

11月
号
増
刊
（
vol.001）

200
13881－

11
若
生
出
版

㈱
〃

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
　
び
ー
た

11月
号

201
02591－

12
〃

〃
カ
ル
ビ
Ｐ
Ｏ
Ｗ
Ｅ
Ｒ

12月
号

202
16611－

12
㈱
竹
書
房

〃
ド
キ
ッ
！
ス
ペ
シ
ャ
ル

12月
号

203
11585－

12
〃

〃
愛
の
体
験
S
p
ecial

デ
ラ
ッ
ク
ス

12月
号

204
50722－

16
実
業
之
日

本
社

〃
男
と
女
の
快
楽
大
会

一
の
巻

205
08469－

12
㈱
ぶ
ん
か

社
〃

み
こ
す
り
半
劇
場
　
巨
乳
ち
ゃ
ん

12月
号

206
15529－

12
イ
ン
フ
ォ

レ
ス
ト
㈱

雑
誌
Ｚ
Ｕ
Ｂ
Ａ
！

12月
号

207
02822－

12
㈱
近
代
映

画
社

〃
エ
ル
テ
ィ
ー
ン
S
p
e
c
ia
l

キ
ン
ダ
イ12月

号
増
刊
（
vol.67）

208
17483－

12
㈱
コ
ア
マ

ガ
ジ
ン

〃
Ｂ
Ｕ
Ｒ
Ｓ
Ｔ

12月
号
（
vol.3）

209
07776－

12
㈱
ビ
ブ
ロ

ス
〃

マ
ガ
ジ
ン
・
エ
ル
フ
ィ
ッ
ク
ス

Ｂ
Ｅ
－
Ｂ
Ｏ
Ｙ
　
Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ

12月
号
増
刊
（
vol.001）

210
20326－

11/26
㈱
日
本
ジ
ャ

ー
ナ
ル
出
版

〃
増
刊
週
刊
実
話
Ｚ

11/26号

211
18614－

12
㈱
リ
イ
ド

社
コミッ
ク
誌

突
撃
！
お
い
し
い
体
験

M
E
N
,S
G
O
L
D

12月
号
増
刊
（
vol.9）

212
14756－

12
㈱
一
水
社

〃
プ
チ
　
パ
フ
ェ

少
女
革
命
12月
号
増
刊
（
vol.4）

213
64174－

12
三
和
出
版

㈱
ガ
イ
ド
誌
同
人
魂
８

214
68449－

12
ミ
リ
オ
ン

出
版
㈱

雑
誌
Ｈ
Ｏ
Ｗ
Ｔ
Ｏ
Ｓ
Ｅ
Ｘ
2004

遊
び
の
達
人
シ
リ
ー
ズ
10

215
15557－

12
㈱
笠
倉
出

版
社

コミッ
ク
誌

絶
対
恋
愛
S
w
e
e
t

12月
号

216
07690－

12
㈱
セ
ブ
ン

新
社

〃
今
だ
か
ら
話
せ
る

微
熱
Ｓ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
Ｒ
デ
ラ
ッ
ク
ス

12月
号
増
刊
（
vol.1）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

（
第
九
一
九
一
号
）

三

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
二
月
七
日
か
ら
同
月
二

十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
田
面
入
野
山
線
（
百
三
十
二
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

八
・
一

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
六
六

三
一
・
〇

八
・
一

〜
　
　
　
　
　
　
六
六

三
一
・
〇

後

三
・
〇

〜
　
　
　
　
　
　
六
六

一
四
・
五

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

●
香
川
県
公
告
第
五
百
七
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
一
月
二
十
六
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
四
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
和
の
会
　

石
井
　
夕
起
子

善
通
寺
市
原
田
町
七
三
四
番
地
二

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
高
齢
者
並
び
に
そ
の
他
の
人
々
に
対
し
て
、
援
助
す
る
慈
善
事
業
を
行
い
、
社
会
福
祉

振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
調
達
件
名
及
び
数
量
　
模
擬
消
火
訓
練
シ
ス
テ
ム
　
一
式

二
　
調
達
方
法
　
工
事
請
負

三
　
契
約
方
式
　
随
意
契
約

四
　
契
約
日
　
平
成
十
六
年
十
月
八
日

五
　
契
約
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
川
崎
重
工
業
株
式
会
社
関
西
支
社
　
大
阪
市
北
区
堂
島
浜
二
丁
目
一
番

二
九
号

六
　
契
約
価
格
　
九
三
、
四
五
〇
、
〇
〇
〇
円

七
　
随
意
契
約
の
理
由
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

八
　
担
当
課
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
　
香
川
県
総
務
部

現
道
通
行
不

能
に
よ
る
迂

回
路
の
設
置

東
か
が
わ
市
水
主
一
七
五
〇
番
二
地
先

か
ら

東
か
が
わ
市
水
主
一
七
五
〇
番
三
地
先

ま
で

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

（
第
九
一
九
一
号
）

四

危
機
管
理
課
総
務
・
消
防
グ
ル
ー
プ
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
一
八
六

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
一
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
垂
水
町
字
高
岸
二
五
一
五
、
二
五
一
六
、
二
五
一
七
、
二
五
五
六
―
二
及
び
同
地
先
農
道
・

水
路

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

丸
亀
市
郡
家
町
三
五
二
九
―
一

株
式
会
社
オ
ー
ク
ラ
ハ
ウ
ス
　
代
表
取
締
役
　
香
川
和
彦

●
香
川
県
公
告
第
五
百
八
十
二
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
垂
水
町
字
高
岸
二
五
一
五
、
二
五
一
六
、
二
五
一
七
、
二
五
五
六
―
二
及
び
同
地
先
農
道
・

水
路

二
　
工
事
を
完
了
し
た
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

１
　
道
路

道
路
（
有
効
幅
員
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
延
長
一
〇
八
・
七
三
メ
ー
ト
ル
）

丸
亀
市
垂
水
町
字
高
岸
二
五
一
五
の
一
部
、
二
五
一
六
の
一
部
、
二
五
一
七
の
一
部
、
二
五
五
六

―
二
の
一
部
及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

２
　
排
水
施
設

Ｕ
型
水
路
（
寸
法
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
×
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
）

丸
亀
市
垂
水
町
字
高
岸
二
五
一
七
地
先
水
路

排
水
管
（
直
径
三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
延
長
七
七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
）

丸
亀
市
垂
水
町
字
高
岸
二
五
一
五
の
一
部
、
二
五
一
六
の
一
部
、
二
五
一
七
の
一
部
及
び
同
地
先

農
道
・
水
路

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

丸
亀
市
郡
家
町
三
五
二
九
―
一

株
式
会
社
オ
ー
ク
ラ
ハ
ウ
ス
　
代
表
取
締
役
　
香
川
和
彦

香
川
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

香
　
川
　
県
　
教
　
育
　
委
　
員
　
会

香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

香
川
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
行
政
文
書
公
開
請
求
書
等
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
る
提
出
）

第
十
条
　
行
政
文
書
公
開
請
求
書
又
は
行
政
文
書
の
公
開
に
係
る
意
見
書
（
以
下
「
行
政
文
書
公
開
請
求

書
等
」
と
い
う
。
）
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
利
用
し
て
行
政
文
書
公
開
請
求
書
等
が
提
出
さ
れ
た
と

き
は
、
教
育
委
員
会
が
受
信
し
た
時
に
、
当
該
行
政
文
書
公
開
請
求
書
等
が
教
育
委
員
会
に
提
出
さ
れ

た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
教
育
委
員
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
提
出
者
に

対
し
、
送
信
に
使
用
し
た
書
面
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
規
則

選
挙
管
理
委
員
会
告
示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

（
第
九
一
九
一
号
）

五

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
一
以
上
の
市
町
村
又
は
公
職
選
挙
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら

れ
る
政
党
の
支
部

政
党
の
名
称
　
自
由
民
主
党
本
部

会
計
責
任
者
の

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

氏
　
　
　
　
名

自
由
民
主
党
香
川
県
高
松
市
　
三
笠
　
輝
彦
　
　
谷
住
　
時
夫
　
　
高
松
市
一
宮
町
一
七
二
二

第
十
二
支
部

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者
の

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

氏
　
　
　
　
名

佐
藤
義
憲
後
援
会
　
　
　
　
　
新
延
　
正
葭
　
　
関
　
　
隆
夫
　
　
三
豊
郡
三
野
町
大
字
吉
津
甲
九

七
〇
―
一

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
六
年
十
二
月
七
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
異
動
事
項
　
　
　
　

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

黒
島
あ
き
ら
後
援
会
　
　
　
　
　
会
計
責
任
者
　
黒
島
　
　
淳
　
　
　
　
　
松
下
　
國
雄

の
　
氏
　
名

山
内
と
し
お
後
援
会
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
丸
亀
市
大
手
町
三
―
七
　
高
松
市
番
町
五
―
六
―

所
の
所
在
地
　
―
一
四
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
香
川
県
高
松
市
第
一
支
部

自
由
民
主
党
香
川
県
玉
藻
支
部

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

諏
訪
博
文
後
援
会

２１
世
紀
を
考
え
る
会

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

資
金
管
理
団
体
の
取
消
　
　

取

消

し

の

届

出

の

あ

っ

た

し
の
届
出
を
し
た
者
の
　
公
　
職
　
の
　
種
　
類
　
資
　
金
　
管
　
理
　
団
　
体
　
の
　
名
　
称

氏
名

諏
訪
　
博
文
　
　
　
　
　
高
松
市
議
会
議
員
　
　
　
諏
訪
博
文
後
援
会

山
元
　
　
徹
　
　
　
　
　
衆
議
院
議
員
　
　
　
　
　
２１
世
紀
を
考
え
る
会



平
成
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六
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二
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県
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一
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